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事前アンケート結果①
回答者種別 説明会、興味のあるテーマ
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物流維持への不安の有無

ない

わからない

ある



事前アンケート結果②
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物流ﾊﾟｰﾄﾅｰ選定の重要項目(荷主回答)

物流ﾊﾟｰﾄﾅｰ選定の重要項目（全体）

物流ﾊﾟｰﾄﾅｰ選定の重要項目(物流回答)
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事前アンケート結果③
物流維持への不安（具体的内容）
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元請トラック運送事業者
・運送事業者の関係者も危機感があ
まり感じられない気もする。一方で、委
託を受け入れてくれる協力会社が減っ
てきた感覚がある。
・ドライバ－不足である一方、お客さん
の過度な要求

実運送トラック運送事業者
・これからも経費の高騰に見合った価格
転嫁が可能か
・正しいことをしていても、社内から「売
上が上がらない、儲からない」といった
声が上がる。

その他事業者
・社内の人材の高齢化→引退によって
業務ノウハウが失われている危機感を
感じている事業者が増えている。
（行政書士）
・事業承継について認知してもらう必
要があると感じる（行政書士）。

発・着荷主事業者
・荷主側と荷受側の認識の開き
・RORO船等の枠が無い状況で今後も
継続すると予想される
・医薬品不足で作っては出しの状態で
輸送まで滞ると国民の健康に支障が
出る
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①流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律関係
○法律名を「物資の流通の効率化に関する法律」に改正
○全ての荷主・物流関係事業者に判断基準に基づく物流効率化の努力を

義務付け。

②貨物自動車運送事業法関係
○真荷主、トラック事業者間の運送契約には書面の相互交付を義務付け。
○元請トラック事業者には実運送体制管理簿の作成・保存を義務付け。
○他の運送を利用する事業者には書面の交付を義務付け。
○他の運送を利用する一定規模以上のトラック事業者には、運送利用管理

規程の作成、運送利用管理者選任を義務付け。
○貨物軽自動車運送事業に係る安全対策
（安全管理者選任、届出、講習受講運転者台帳作成、保存等）

改正物流2法のうち令和７年４月に施行される内容
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荷主・物流事業者等の「判断基準」のポイント
〇 すべての荷主（発荷主、着荷主）、連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの本部）、

物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、物流効率化の
ために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した
判断基準・解説書を策定。

① 積載効率の向上
・ 共同輸配送や帰り荷の確保
・ 適切なリードタイムの確保
・ 発送量・納入量の適正化 等

② 荷待ち時間の短縮
・ トラック予約受付システムの導入
・ 混雑時間を回避した日時指定

等

③ 荷役等時間の短縮
・ パレット等の輸送用器具の導入
・ タグ等の導入による検品の効率化
・ フォークリフトや荷役作業員の適切
な配置 等

(例)パレットの利用や検品の効率化(例)地域における配送の共同化 (例)トラック予約受付システムの導入



（1）運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則（第１条関係）
荷主は、法第33条第１項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の

確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標を達成するため、その事業の特性、
従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間等の
短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を計画的
かつ効率的に実施するものとする。

（2）運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加（第２条関係）
（ⅰ） 第一種荷主（発荷主）は、以下に定めるところにより、法第37条第1項第1号に掲げる措置を

講ずるものとする。ただし、次に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認め
られるときは、この限りでない。

① 貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、貨物自動車運送事
業者等が他の貨物との積合せ、配送の共同化、帰路における車両への貨物の積載その他の措置に
より、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を増加させることができるよ
う、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を適切に決定すること。

② 貨物の量の平準化を図ること、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯の集約を図ることその
他の措置により、貨物の出荷量及び入荷量の適正化を図ること。

③ 配車、運行等に関する情報システムの導入及び運用を行うことその他の措置により、配車計画又
は運行経路の最適化を行うこと。

④ ①、②及び③に掲げる措置が適正かつ円滑に行われるよう、貨物の運送に関係する各部門間の
連携を促進すること。

荷主の判断基準等について(省令記載事項)※パブコメ案より
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（2）運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加（第２条関係）
（ⅱ） 第二種荷主（着荷主）は、次に定めるところにより、法第37条第４項第２号に掲げる措置を

講ずるものとする。ただし、次に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認め
られるときは、この限りでない。

① 第一種荷主が（ⅰ）①、②及び③に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及
び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を
行うこと。

② ①に掲げる措置が適正かつ円滑に行われるよう、貨物の受渡しに関係する各部門間の連携を促
進すること。

（3）運転者の荷待ち時間の短縮（第３条関係）
（ⅰ） 第一種荷主は、次に定めるところにより、法第37条第１項第２号に掲げる措置を講ずるものとす

る。ただし、次に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、こ
の限りでない。

① 停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨
物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう配慮して貨物の受渡しを行う日及び
時刻又は時間帯を決定すること。

② 当該第一種荷主が管理する施設において到着時刻表示装置（施設における貨物の搬入及び搬
出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該
施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表
示する装置をいう。（ⅱ）②において同じ。）の導入を行い、及びこれを適切に活用することその他
の措置により、貨物自動車の到着時刻を調整すること。

荷主の判断基準等について(省令記載事項)※パブコメ案より
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（3）運転者の荷待ち時間の短縮（第３条関係）
③ 当該第一種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に受寄物の入庫又は出庫の発注

を早期に行うことその他の措置により、当該者が管理する施設における貨物の受渡しを行う日及び
時刻又は時間帯を分散させること。

（ⅱ）第二種荷主は、次に定めるところにより、法第37条第４項第１号に掲げる措置を講ずるものとす
る。ただし、次に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、
この限りでない。

① 停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の
貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう配慮して貨物の受渡しを行う日及
び時刻又は時間帯を指示すること。

② 当該第二種荷主が管理する施設において到着時刻表示装置の導入を行い、及びこれを適切に
活用することその他の措置により、貨物自動車の到着時刻を調整すること。

③ 当該第二種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に受寄物の入庫又は出庫の発注
を早期に行うことその他の措置により、当該者が管理する施設における貨物の受渡しを行う日及び
時刻又は時間帯を分散させること。

荷主の判断基準等について(省令記載事項)※パブコメ案より
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（4）運転者の荷役等時間の短縮（第４条関係）
（ⅰ） 第一種荷主は、次に定めるところにより、法第37条第１項第３号に掲げる措置を講ずるものと

する。ただし、次に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるとき
は、この限りでない。

① パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具を導入すること、一貫パレチゼーション（輸送、
荷役又は保管の各段階において同一のパレットを使用することをいう。）の実現のために日本産業
規格その他の標準化された規格に適合するパレットを使用すること、運転者の荷役等を省力化する
ための貨物の荷造りを行うこと、フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置することその他の
措置により、荷役等の効率化を図ること。

② 貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査（以下②及び
（ⅱ）において単に「検査」という。）を効率的に実施するための機械を導入すること、取引先に対
して貨物に係る情報を事前に通知すること、検査を合理的に実施することその他の措置により、検
査の効率化を図ること。

③ 荷役等に係る停留場所を貨物の量に応じて適正に確保することにより、荷役等を円滑に行うこと
ができる環境を整えること。

（ⅱ） 第二種荷主は、次に定めるところにより、法第37条第４項第３号に掲げる措置を講ずるものと
する。ただし、次に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるとき
は、この限りでない。

① 検査を効率的に実施するための機械を導入すること、検査を合理的に実施することその他の措置
により、検査の効率化を図ること。

② フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置することその他の措置により、荷役等の効率化を
図ること。

荷主の判断基準等について(省令記載事項)※パブコメ案より
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（4）運転者の荷役等時間の短縮（第４条関係）
③ 荷役等に係る停留場所を貨物の量に応じて適正に確保することにより、荷役等を円滑に行うこと

ができる環境を整えること。
（5）実効性の確保（第５条関係）

荷主は、（２）、（３）及び（４）の措置の実効性を確保するため、以下に掲げる措置を講
ずるものとする。

① 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化
（以下（５）において単に「効率化」という。）を図るため、効率化のための取組に関する責任者
の選任その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、効率化のための取組に関す
る研修の実施その他の措置を講ずること。

② 運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに効
率化のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

③ 当該荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設における荷待ち時間等の
短縮を図るため、（３）及び（４）に規定する措置その他の効率化のための措置に関し、当該
者から提案を受けた場合にあっては、当該提案に係る措置に協力すること。

④ 物資の流通に係るデータの標準化（電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を
統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。）を実施することその他の措置により、物資の
流通に関する多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。

⑤ 運送役務の内容その他の事情に応じた価格の設定をすることその他の措置により、関係事業者が
貨物の運送に関する費用を把握するよう努めること。

⑥ 効率化のための取組を効果的に行うため、国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図
るよう配慮すること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。

荷主の判断基準等について(省令記載事項)※パブコメ案より
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（1）運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加（積載効率
の向上等）のための措置の実施の原則（第１条関係）

貨物自動車運送事業者等は、法第 33 条第１項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務
の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標を達成するため、
その運送する貨物の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運
転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加のための措置を計画的かつ効率的に実施
するものとする。

（2）運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加（第2条関係）
① 一の貨物自動車に複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置により、輸送網を

集約すること。
② 荷主、連鎖化事業者、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と協議を行うこと

その他の措置により、複数の貨物自動車運送事業者等が委託を受けた集荷又は配達を一の運転
者に行わせること。

③ 帰路において車両に貨物を積載することその他の措置により、貨物自動車の走行距離に占める貨
物を車両に積載した状態における走行距離の割合を増加させること。

④ 配車、運行等に関する情報システムの導入その他の措置により、配車計画又は運行経路の最適
化を行うこと。

⑤ 輸送する貨物の量に応じた大型車両の導入その他の措置により、運転者一人当たりの一回の運
送ごとに輸送することができる貨物の重量を増加させること。

貨物自動車運送事業者等の判断基準等について(省令記載事項)※パブコメ案より
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（3）実効性の確保（第3条関係）
貨物自動車運送事業者等は、（２）の措置の実効性を確保するため、以下に掲げる措置を講ず

るものとする。
① 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに貨物自動車運送役務の持続可

能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化（以下単に「効率化」という。）のた
めに実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

② 必要に応じて取引先その他の関係事業者に対し、複数の荷主の貨物を積み合わせて運送すること
その他の措置を実施するために必要な運賃の設定、パレットその他の輸送用器具の利用その他の効
率化に資する措置の提案を行うこと。

③ 物資の流通に係るデータの標準化（電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統
一し、又はその相互運用性を確保することをいう。）を実施することその他の措置により、多様な主体
との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。

④ 効率化のための取組を効果的に行うため、国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図
ること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。

⑤ テールゲートリフター（貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。）
の導入、貨物の積卸しのための施設の整備その他の措置を講ずることにより、（２）の措置を講ずる
ことに伴い増加する運転者の負荷の低減に配慮すること。

⑥ 関係法令を遵守し、過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止すること。

貨物自動車運送事業者等の判断基準等について(省令記載事項)※パブコメ案より
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①運送契約締結時等の書面交付義務
【書面への記載事項】
・契約の当事者の氏名又は名称・住所
・有料道路の通行に係る料金
・燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる 燃料費に係る料金（いわゆる燃料サーチャージ）
・その他の特別に生ずる費用に係る料金、運賃及び料金の支払の方法
・書面を交付した年月日
【書面の保存義務】
・書面の交付日から1年間保存しなければならない。
【公布義務の例外事由】
・災害その他緊急やむを得ない場合

②運送利用管理規程の作成、運送利用管理者の選任義務
【運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模】
・前年度におけるその行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が 100 万トン
以上

【運送利用管理者の選任及び解任の届出】
・届出期限は行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100万トン以上とな
った年度の翌年度の7月10日まで。届出の受理に係る権限は地方運輸局長に委任。

・当該年度以前にすでに運送利用管理規程の作成の届出をしているときは、改めて届出をする
必要がない。

貨物自動車運送事業法のうち令和７年に施行される内容(省令事項)
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③実運送体制管理簿作成
【実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限等】
・実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量は、1.5トン以上とする。
・実運送体制管理簿の作成は、貨物の運送が完了した後、遅滞なく、行うものとする。

【実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しない場合】
・真荷主と元請事業者との間において、「元請事業者が実運送を行わない場合には常に同一
の貨物自動車運送事業者が実運送を行う」旨の契約が締結されている場合は、実運送体
制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しない。

・貨物の運送ごとに作成しない場合の実運送体制管理簿には、通常の記載事項に加え、当
該契約の期間を記載する。

・元請事業者は、当該実運送体制管理簿に記載した貨物の運送が完了した日から、当該契
約が満了する日までの期間又は１年間のいずれか長い期間、これを営業所に備え置く。

④貨物軽自動車運送事業安全対策関係
【貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け】
【業務記録の作成・保存の義務付け】
【事故記録の保存の義務付け】
【国土交通大臣への事故報告の義務付け】
【特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け】

18

貨物自動車運送事業法のうち令和７年に施行される内容(省令事項)



【多重下請構造のイメージ】

トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

【他のトラック事業者を利用して運送することがあるか】 【他のトラック事業者に委託する際の下請金額は、
請け負った金額の概ね何％か】

（令和４年度末に国土交通省が実施した貨物自動車運送事業者を対象としたアンケート調査より）

はい
74%

いいえ
26%

100%～
4%

95～99％
28%

90～94％
42%

90％未満
26%

※調査対象としている下請行為は元請けから1次下請け、1次下請けから2次下請け等のケースを含む。

物流業界の多重下請構造を是正し、実運送事業者の適正運賃収受を図る。

真荷主 元請事業者

１次下請け

２次下請け…

n次下請け
（実運送事業者）

〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等
について記載した書面交付等を義務付け＊ 。

〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
〇下請事業者への発注適正化について努力義務＊ を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する
管理規程の作成、管理者の選任を義務付け。
＊ 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。



書面交付等の義務付けについて（第12条、第24条関係）

荷主
貨物自動車
運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

運送
委託

運送
委託

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

＜パターン３：貨物自動車運送事業者から貨物利用運送事業者への運送委託が含まれるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

かつ
貨物利用

運送事業者

貨物自動車運送事業者は
・引き受けた運送の全部を自ら行う
・引き受けた運送の全部を委託する
・引き受けた運送の一部を委託する
場合がある。
（※）引き受けた運送の全部を自ら行うことができない場合、

貨物利用運送事業者に運送委託する場合もある（貨物
利用運送事業の登録も受けている者に限る。）。

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

＜パターン２：真荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

①
書面交付

①
書面交付

①：第12条の規定に基づく書面交付
（真荷主⇔トラック事業者）

②：第24条の規定に基づく書面交付
トラック事業者・利用運送事業者
⇒トラック事業者・利用運送事業者

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付



実運送体制管理簿の作成フロー



実運送体制管理簿のイメージ

・保有台数：50台 ・常時利用する下請事業者の保有台数：50台
・荷主３社（食料品メーカー甲社、製紙メーカー乙社、機械メーカー丙社）

事例 ： トラック事業者Ｘ運輸

様式など決まっていないため、既存の配車表を活用するなど、事業者の取り組みやすい形で作成。電磁的記録での作成も可。⇒

（※）：法律上、実運送体制管理簿として
記載が義務付けられる事項

22



利用運送手数料

利用運送手数料について

23

・運賃の10％を運賃と別に収受
・実運送事業者の手配までに要した次数について収受
⇒下請け数が増えていくと10％、10％×２…と増えていく

標準的運賃

利用運送手数料

標準的運賃

利用運送手数料

利用運送手数料 利用運送手数料

利用運送手数料(20％)
＋運賃等

利用運送手数料10％
＋運賃等 運賃等

荷 主 元 請 １次請け ２次請け

荷 主
下請構成の例 (      は元請事業者、荷主に対して運送手数料が請求でき、実運送体制管理簿作成の義務を負う )

運 送 会 社 Ａ 運 送 会 社 Ｂ 運 送 会 社 Ｃ

荷 主 物 流 子 会 社 運 送 会 社 Ａ 運 送 会 社 Ｂ

荷 主 利用運送事業者 運 送 会 社 Ｂ運 送 会 社 Ａ

荷 主 利用運送事業者 運 送 会 社 Ｂ運 送 会 社 Ａ

※以下はわかりやすいよう元請、１次下請が実運送を行わない前提で例を作成。

元

元

元

元

元

※上記物流子会社、利用運送事業者は、一般貨物運送事業の許可がない場合を想定。一般貨物運送事業者の場合は元請になる。

1次

2次

1次

1次

1次



トラック運送業における運賃及び下請け手数料収受の流れ（事例）

荷主と元請Xが、荷物100t・運賃100万円の運送契約を締結した場合事例

運賃100万円荷主

20 80元請

2010 10 20 20１次請

2010２次請

実運送

実運送実運送実運送

実運送実運送

C1B1A1

C2B2

手数料
80万円×10％＝ ８万円

20万円×10％＝ ２万円
10万円×10％＝ １万円

運賃
20万円

10万円
20万円
20万円

100万円 11万円

元請

A1
B1
C1

合計

元請事業者は、実運送体制管理簿の作成により把握した下請次数を考慮した金額を考慮して、荷主に対し運賃精
算交渉。（※） （※）運賃の精算は、荷物の運送が完了した後に行うことも可能。

管理簿の作成を継続することで、下請次数を一定程度見通すことができるようになることから、荷主との運賃交渉段階
においても、実運送事業者が収受すべき運賃を考慮した金額を荷主に請求。

【参考】標準貨物自動車運送約款（平成２年運輸省告示第575号）（抄）
（運賃、料金等の収受方法）
第三十一条 当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。
２ 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、
又は追徴します。

３ （略）

10万円
20万円

B2
C2

24



規制措置(案) 貨物軽自動車運送事業適正化協議会(第4回)資料より
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規制措置(案) 貨物軽自動車運送事業適正化協議会(第4回)資料より
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行政処分内容行政処分事由

事業停止（３０日間）➣貨物軽自動車安全管理者の選任違反
○選任なし

初違反：警 告➣貨物軽自動車安全管理者の選任（解任）の未届出、虚偽届出
○選任（解任）の未届出に係るもの 再違反：１０日車

初違反：４０日車○虚偽の届出に係るもの 再違反：８０日車
初違反：１０日車➣貨物自動車安全管理者の講習受講義務違反 再違反：２０日車
初違反：警 告➣貨物軽自動車運転者等台帳

○作成なし（５名以下） 再違反：１０日車
初違反：１０日車○作成なし（６名以上） 再違反：２０日車
初違反：２０日車○全て作成なし 再違反：４０日車
初違反：警 告○記載事項等の不備 再違反：１０日車
初違反：警 告➣貨物軽自動車運転者等台帳の保存義務違反 再違反：１０日車

改正物流効率化法のうち令和７年一部施行に伴う行政処分基準(パブコメ案)

貨物軽自動車運送事業に係る処分基準の追加

27



改正物流効率化法のうち令和７年一部施行に伴う行政処分基準(パブコメ案)

運送契約締結時の書面交付義務関係等に係る処分基準の追加
行政処分内容行政処分事由

初違反：警 告➣運送契約締結時の書面交付義務違反
○交付なし５件以下 再違反：１０日車

初違反：１０日車○交付なし６件以上１５件以下 再違反：２０日車
初違反：２０日車○交付なし１６件以上 再違反：４０日車
初違反：警 告○記載事項等の不備 再違反：１０日車
初違反：警 告○交付書面の写しの保存

一部保存なし 再違反：１０日車
初違反：２０日車全て保存なし 再違反：４０日車
運送契約締結時の書面交付義務違反に係
る処分量定と同じ

➣他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する際の書面
交付義務違反

初違反：２０日車➣運送利用管理規程の作成・届出違反
○未作成 再違反：４０日車

初違反：警 告○届出に係るもの 再違反：１０日車
初違反：１０日車➣運送利用管理規程の必要事項設定違反（規程の内容不適切） 再違反：２０日車
初違反：２０日車➣運送利用管理者の選任違反 再違反：４０日車 28



行政処分内容行政処分事由
初違反：警 告➣運送利用管理者の選任（解任）の未届出、虚偽届出

○選任（解任）の未届出に係るもの 再違反：１０日車
再違反：４０日車○虚偽の届出に係るもの 初違反：８０日車
初違反：１０日車➣運送利用管理者の意見に対する尊重義務違反 再違反：２０日車
初違反：警 告➣実運送体制管理簿の作成義務違反

○作成なし５件以下 再違反：１０日車
初違反：１０日車○作成なし６件以上１５件以下 再違反：２０日車
初違反：２０日車○作成なし１６件以上 再違反：４０日車
初違反：警 告○記載事項等の不備 再違反：１０日車
初違反：警 告○実運送体制管理簿の備え置き

一部備え置きなし 再違反：１０日車
初違反：２０日車全て備え置きなし 再違反：４０日車
初違反：警 告➣実運送体制管理簿に係る通知義務違反 再違反：１０日車

改正物流効率化法のうち令和７年一部施行に伴う行政処分基準(パブコメ案)

運送契約締結時の書面交付義務関係等に係る処分基準の追加
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行政処分内容行政処分事由
初違反：警 告

○健康診断未受診者１名
再違反：１０日車
初違反：２０日車

○健康診断未受診者２名
再違反：４０日車
初違反：４０日車

○健康診断未受診者３名以上
再違反：８０日車

改正物流効率化法のうち令和７年一部施行に伴う行政処分基準(パブコメ案)

疾病、疲労等のおそれのある運行の業務

（旧基準）

（新基準）※違反件数に比例した処分の導入
行政処分内容行政処分事由

初違反：警 告
○健康診断未受診者１名

再違反：１０日車
初違反：２０日車

○健康診断未受診者２名
再違反：４０日車
初違反：１５日車

○健康診断未受診者３名以上（未受診者１名あたり）
再違反：３０日車 30



国土交通省では、令和７年２月～３月にかけて、運輸局ブロック
ごとに物流法改正に関する説明会を行う予定です。

形式はリアルとＷＥＢのハイブリッド方式です。
詳しい日程、場所は右記リンク及び運輸局ＨＰ等で
適時お知らせする予定ですので是非御参加ください。

改正物流法に関する説明会について

開催時期開催市開催ブロックNo

令和７年
２－３月

（詳細調整中）

※随時ＨＰ等で
公表していく予定

札幌市北海道1

仙台市東北2

横浜市関東3

新潟市北陸信越4

名古屋市中部5

大阪市近畿6

広島市中国7

高松市四国8

福岡市九州・沖縄9

開催主旨
令和7年4月の改正物流法の施行に向けて、トラ

ック事業者に対して、「取引適正化のためのトラック
事業者に対する規制的措置」や「物流効率化のた
めの荷主・物流事業者に対する規制的措置」を中
心に説明会を実施し、主として元請事業者等の理
解を深める。
説明内容
法改正の背景、概要、書面交付の義務化、実

運送体制管理簿･下請情報通知、健全化措置･
運送利用管理規程･運送利用管理者、荷待ち
時間等記録義務付け対象拡大、Ｑ＆Ａ、物流
効率化のための荷主・物流事業者が取り組むべき
措置やその判断基準など

改正物流法説明会
説明会日程全国まとめページ
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① 事前アンケートの結果について
② 改正物流法の施行に向けた情報
③ トラック・物流Ｇメンの活動について

(九州運輸局担当者説明)
④ 物流事業者DX事例の紹介

(二次元バーコードを活用したBtoB小口置配)
⑤ 参考資料紹介

⑤-1 最近のトピック（各省報道発表資料等）
⑤-2  事前にいただいた問題意識等
⑤-3  物流効率化に向けた努力義務における判断基準



道路貨物運送業 年齢階級別就業者数の推移（一部予測値）

資料：総務省「労働力調査」より中国運輸局自動車交通部貨物課が作成。
※道路貨物運送業従業者数（総数）に年齢階級別構成比を乗じて計算。2023以降については過去の数字を元に回帰直線により推計。
端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
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道路貨物運送業 年齢階級別就業者数推移
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トラックドライバーは労働時間が長く、賃金が安く、人手不足で高年齢化が進行しています。
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働き方改革関連法(2018(平成30)年6月29日成立)で必要性明記（法案提出理由）

時間外労働の上限規制設定の経緯

労働政策審議会にて必要性確認
・人口減少社会において、誰でも働ける環境を整える必要がある。
・しかし日本の現状は長時間労働者が多く、健康の確保や仕事と家庭生活の両立が困難。
・「過労死ゼロ」、女性や高齢者が働きやすい社会の実現のため、長時間労働是正が必要。

労働政策審議会労働条件分科会での議論
・運輸・郵便業は他産業に比べ週労働時間60時間以上の雇用者の割合が特に高い。
・収入を確保しするために長時間労働によって収入を確保しようとする労働者がいるのも現状。
・しかし労働者が入ってきやすい業界の環境を労使双方でつくり上げる必要がある。
・鍵を握るのは商慣行の改善。課題の解決に向けて、業界・企業の枠を超えた協力が不可欠。
・荷主企業の協力といった全体の対策も含めた取組が改善基準告示の遵守につながる。

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため
時間外労働の限度時間の設定（略）等措置を講じる必要がある。 34

長時間労働で稼ぎたいドライバーがいても、「誰でも働ける環境」を作るため上限規制が必要



トラックドライバーの健康を守るためのルール(2024年4月～)

拘束時間のルール

運転時間のルール

労働基準法

拘束時間…使用者に拘束されている時間（労働時間＋休憩時間）

連続運転時間の上限 ：４時間(毎に30分の休憩を取る必要がある。)
１日あたりの運転時間の上限 ：２日を平均した１日あたり９時間以内
１週間あたりの運転時間の上限：２週間を平均した１週間あたり44時間以内

※休息時間が9時間を下回る場合は、一運行(出庫～帰庫)終了後、継続して12時間の
休息を与えること。

35

自働車運転者の労働時間の改善のための基準（改善基準告示）
時間外労働上限規制：年間960時間以内

１日あたり ：原則13時間以内（最大15時間。但し14時間超は週2回まで。長距離運行の場合も16時間超は週2回まで）
１ヶ月あたり： 284時間以内（労使協定により310時間まで延長可。但し年間上限を超えないこと）
１年あたり ： 3,300時間以内（労使協定によっても3,400時間以内まで）

休息期間のルール 休息期間…使用者の拘束を受けない期間、労働者の自由な時間

１日あたりの運転時間の下限 ：基本11時間(継続9時間を下回らないこと。長距離運行の場合8時間以上は週2回まで)

休日労働のルール
休日労働回数の上限 ：２週について１回が限度

時間外労働上限規制のほかにも、これだけのルールが課せられています。

詳しくはオンライン
説明会アーカイブで



トラック・物流Gメンが設置され、調査員とともに荷主・元請事業者への監視体制を強化

36

疑いのある荷主へ連絡
（荷主の本社・営業所へ連絡）

要 請

支店等への違反原因行為の
事実確認
国への報告書作成
社内調整 等

違反原因行為の事実確認
改善計画の作成、早急な取組の
実施を指示
その後のFU 等

ヒアリング実施
（関係省庁も同席）

「是正指導」

①ヒアリング（訪問・電話）
違反原因行為の疑いのある荷主情報の積極的収集

②パトロール (現場の状況確認)
違反原因行為をしている疑いのある荷主等の支店、荷捌き場周
辺など

③フォローアップ調査 (パトロール時に実施)
・情報提供元への事実確認・深堀り

・「働きかけ」、「要請」実施済荷主の再度の違反原因行為の
疑い等確認

「プッシュ型情報収集」

働きかけ 文書送付

商慣行見直しに向けた執行力の強化（トラック・物流Gメンの設置）

トラック・物流Ｇメン
(本省・地方運輸局・支局)

Ｇメン調査員
(各都道県トラック協会)

全国総勢360名
トラック・物流Ｇメンの設置による荷主等への監視体制の緊急強化

トラック事業者
・

倉庫事業者

トラック事業者
・

倉庫事業者

荷主
・

元請トラック事業者

荷主
・

元請トラック事業者



トラックＧメンによる荷主等への是正指導の取組結果

内訳荷主数対応内容
（荷主1、元請1件）2勧 告
（荷主89、元請81、その他5）175要 請
（荷主611、元請281、その他22）914働きかけ

「是正指導」を実施した荷主数

計1,091件の法的措置を実施

トラックＧメン設置後、荷主等に対する是正指導実施件数が飛躍的に増加しました。

(令和6年9月30日現在)

52.0%

17.0%

14.0%

8.0%

6.0%
3.0%

長時間の荷待ち

契約にない附帯業務

運賃・料金の不当な据置き

無理な配送依頼

過積載運行の要求

異常気象時の運行指示

荷主起因の違反原因行為の割合
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トラック・物流Ｇメンによる荷主等の監視

このような行為の疑いがあれば、
事実を確認し、是正を指導します。

是正指導は、最終的に、荷主等へ
の勧告・社名公表まで行います。

契約にない附帯作業長時間の荷待ち 運賃・料金等の不当な据置き

過積載運送の指示・容認異常気象時の運送依頼無理な運送依頼 38



全国のトラックＧメン活動状況(令和6年9月30日現在)

〈ブロック別働きかけ・要請・勧告実施件数〉
※数値は要請、働きかけが行われた、各ブロックに本社を有する荷主等の数

〇トラックＧメンの活動状況
トラック事業者に対する

電話調査や訪問調査（全国）

荷主へのパトロール(荷待ち状況の現地確認等)（全国）

トラックドライバーへのヒアリング
（全国）

トラック事業者・荷主に対する
説明会

オンライン説明会の模様

大型車駐車スペースが
あるコンビニ駐車場

高速SA、PA

トラックGメンのチラシ配布（全国）

39

全国のトラックGメンがトラック事業者の声を聞き、荷主等に対する是正指導を実施しています。



荷主の事務所、物流拠点に対する「荷主等パトロール」の実施

（実施例）
●荷主事業者の事務所・物流拠点等を訪問し、以下を実施

・違反原因行為の防止を呼びかけ
・荷待ち状況の実態確認
・運賃交渉への誠意を持った対応を要請
・要請を受けた荷主等の改善状況を確認
・オンライン説明会への参加を呼びかけ

パトロール先拠点数約2,500か所
各地方運輸局において様々な手法により実施。

(R5.7.21～R6.11.30全国の実績)

40

積極的にパトロールを実施し、労働環境改善と適正運賃収受への理解を呼びかけています。

常態的な長時間の荷待ち 無理な運行依頼
違反原因行為の例

契約にない附帯業務

上記のほか、異常気象時の運行依頼、過積載運行の強要なども違反原因行為として是正指導の対象に。

運賃・料金の不当な据置き

全国各地でパトロールを実施

パトロール
動画



荷主等パトロールの具体例

荷主等へのアポなし訪問・説明

トラックドライバーへのヒアリング荷主への指摘、要請対象のフォローアップ

荷待ち、附帯作業等の現状確認・指導

違反原因行為の疑いが現認された場合は、認識を確認の上指
摘。また要請を受けた荷主の現場で改善状況の確認も行う。

荷主の拠点等現場に出向き、荷待ち、契約にない附帯業務等
の有無や程度について確認。

荷主等をアポなしで訪問し、オンライン説明会、2024年問題解
決に向けた荷主の協力の必要性などについて説明。

高速道路SA,PA。道の駅、コンビニ、自動車事故対策機構
(NASVA)などで運転者の話を聞き、情報提供を呼びかけ。 41



国会の動き等最新情報を紹介Ｇメンが毎月１回午前午後に実施

参加者から寄せられた問題意識を紹介し、共有するＧメン。

2024年問題の背景を説明

42

国土交通省トラック・物流荷主特別対策室主催オンライン説明会

トラック事業者・荷主の相互理解に向けて、「何回も」、「わかりやすく」、「有益な情報を提供」
【第１回～第17回の累計参加者数】 延べ3,400名 全国からトラック、発着荷主他関係者が参加

参加者から寄せられた問題意識（一部）
○ 着荷主の理解と協力が必要で、それを理解、納得させる術が必要（発荷主）。
○ トラック集車が徐々に難しくなってきている（発・着荷主）。
〇 受注量の増加により手配が困難になる事を怖れている（元請トラック事業者）。
〇 各所で積み残しが発生する可能性が高い（物流システムベンダー）。
〇 納入トラックと契約していないので荷待ちコントロール不可、発荷主の責任では（着荷主）。
〇 バース予約システム、予約枠の不足による配車担当者の早出対応（発荷主）
○ 小規模着荷主での附帯作業要求に苦慮。説得しているが理解されない（発荷主）。



トラック・物流Ｇメン相談窓口①
電話番号担当部課・

運輸支局担当部署担当部局No電話番号担当部課・
運輸支局担当部署担当部局No

024-546-0345
(ガイダンス番号:3)

福島運輸支局
輸送・監査部門

東北運輸局

1203-5253-8575貨物流通事業課物流・自動車局1

019-638-2154
(ガイダンス番号:3)

岩手運輸支局
輸送・監査部門13011-290-2743自動車交通部貨物課

北海道運輸局

2

017-739-1501
(ガイダンス番号:3)

青森運輸支局
輸送・監査部門14011-731-7167札幌運輸支局

輸送・監査担当3

023-686-4711
(ガイダンス番号:3)

山形運輸支局
輸送・監査部門150138-49-8863函館運輸支局

輸送・監査担当4

018-863-5811
(ガイダンス番号:3)

秋田運輸支局
輸送・監査部門160166-51-5272旭川運輸支局

輸送・監査担当5

045-211-7248自動車交通部貨物課

関東運輸局

170143-44-3012室蘭運輸支局
輸送・監査担当6

03-3458-9231
(ガイダンス番号:1)

東京運輸支局
輸送担当180154-51-2514釧路運輸支局

輸送・監査担当7

045-939-6800
(ガイダンス番号:1)

神奈川運輸支局
輸送担当190155-33-3286帯広運輸支局

企画輸送・監査担当8

048-624-1835
(ガイダンス番号:3)

埼玉運輸支局
輸送・監査担当200157-24-7631北見運輸支局

企画輸送・監査担当9

027-263-4440
(ガイダンス番号:1)

群馬運輸支局
企画輸送・監査担当21022-791-7531自動車交通部貨物課

東北運輸局
10

043-242-7336
(ガイダンス番号:2)

千葉運輸支局
輸送・監査担当22022-235-2517

(ガイダンス番号:3)
宮城運輸支局
輸送・監査部門11

43

目安箱はコチラ⇒



トラック・物流Ｇメン相談窓口②
電話番号担当部課・

運輸支局担当部署担当部局No電話番号担当部課・
運輸支局担当部署担当部局No

058-279-3714岐阜運輸支局
輸送・監査担当

中部運輸局

34029-247-5348
(ガイダンス番号:1)

茨城運輸支局
輸送・監査担当

関東運輸局

23

059-234-8411三重運輸支局
輸送・監査担当35028-658-7011栃木運輸支局

企画輸送・監査担当24

0776-34-1602福井運輸支局
輸送・監査担当36055-261-0880

(ガイダンス番号:1)
山梨運輸支局
企画輸送・監査担当25

06-6949-6447自動車交通部貨物課

近畿運輸局

37025-285-9154自動車交通部貨物課

北陸信越運輸局

26

072-822-6733
(ガイダンス番号:1)

大阪運輸支局
輸送部門38025-285-3124新潟運輸支局

輸送・監査部門27

075-681-9765
(ガイダンス番号:4)

京都運輸支局
輸送・監査部門39026-243-4642長野運輸支局

輸送・監査部門28

0743-59-2151
(ガイダンス番号:4)

奈良運輸支局
企画輸送・監査部門40076-208-6000

(ガイダンス番号:1)
石川運輸支局
輸送・監査部門29

077-585-7253滋賀運輸支局
企画輸送・監査部門41076-415-0111富山運輸支局

輸送・監査部門30

073-422-2138和歌山運輸支局
輸送・監査部門42052-952-8037自動車交通部貨物課

中部運輸局

31

078-453-1104
(ガイダンス番号:5)兵庫陸運部輸送部門神戸運輸監理部43052-351-5312愛知運輸支局

輸送担当32

054-261-1191静岡運輸支局
輸送・監査担当33

44

目安箱はコチラ⇒



トラック・物流Ｇメン相談窓口③
電話番号担当部課・

運輸支局担当部署担当部局No電話番号担当部課・
運輸支局担当部署担当部局No

092-472-2528自動車交通部貨物課

九州運輸局

55082-228-3438自動車交通部貨物課

中国運輸局

44

092-673-1191
(ガイダンス番号:1)

福岡運輸支局
輸送部門56082-233-9167広島運輸支局

輸送・監査担当45

0952-30-7271
(ガイダンス番号:1)

佐賀運輸支局
企画輸送・監査部門570857-22-4120鳥取運輸支局

輸送・監査担当46

095-839-4747
(ガイダンス番号:2)

長崎運輸支局
輸送・監査部門580852-37-1311島根運輸支局

輸送・監査担当47

096-369-3155
(ガイダンス番号:3)

熊本運輸支局
輸送・監査部門59086-286-8122岡山運輸支局

輸送・監査担当48

097-558-2107
(ガイダンス番号:3)

大分運輸支局
輸送・監査部門60083-922-5336山口運輸支局

輸送・監査担当49

0985-51-3952
(ガイダンス番号:2)

宮崎運輸支局
輸送・監査部門61087-802-6773自動車交通部貨物課

四国運輸局

50

099-261-9192
(ガイダンス番号:3)

鹿児島運輸支局
輸送・監査部門62087-882-1357香川運輸支局

企画輸送・監査部門51

098-866-1836運輸部陸上交通課
沖縄総合事務局

63088-641-4811徳島運輸支局
輸送・監査部門52

098-877-5140陸運事務所輸送部門64089-956-1563愛媛運輸支局
輸送・監査部門53

倉庫事業者・貨物利用運送事業者向け相談窓口
hqt-souko_riyou@gxb.mlit.go.jp088-866-7311高知運輸支局

輸送・監査部門54
45

目安箱はコチラ⇒



九州運輸局のトラック・物流Ｇメンの活動報告

九州運輸局 自動車交通部 貨物課

46



活動内容

大きく分けて下記の活動を実施

・情報収集

・法的措置（働きかけ、要請）

・荷主パトロール

・セミナー等での講演

47



活動実績（情報収集）

48

情報収集

事業者訪問、電話による情報収集のほか、独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA)にて
実施される運行管理者一般講習の際のアンケート配布等により積極的に情報収集を実施して
いる。
○調査実績（R6.12末現在）：2483件（トラックGメン設置（R5.7.21）以降の累計）

R6.12.10＠諫早TS R6.12.19＠宮原SA

また、SA・PAやトラックステーションにてトラックドライバーへのヒアリングを随時実施している。

R6.12.6＠鳥栖TS



活動実績（法的措置）

49

法的措置の実施状況

働きかけ要請

154（146）8（8）

31.2%

16.3%

34.0%

4.2
%5.1%

8.4%

0.2%

違反原因行為の内訳

■長時間の荷待ち 34.0%
■運賃・料金の不当な据え置き 31.2%
■契約にない附帯業務 16.3%
■無理な運送依頼 8.4%
■異常気象時の運送依頼 5.1%
■過積載の指示・容認 4.2%
■その他 0.9%

※括弧内はトラックGメン設置（R5.7.21）以降の数字

R6.12末時点



活動実績（荷主パトロール）

50

荷主パトロール

荷主・元請事業者等を訪問し、物流の2024年問題、トラック・物流Gメンの活動内容、改正物流
法に関する説明を行うほか、運送事業者に対し違反原因行為を行わないよう依頼。また、物流
拠点における荷待ちの状況などを直接確認。

九州運輸局、管内支局によるパトロールのほか、他局との合同でのパトロールも実施

R6.9.26 西日本四局
合同パトロール＠大阪

R7.1.23 中国・九州局
合同パトロール＠福岡近郊

50



活動実績（講演等）

51

セミナー等での講演等

トラック協会をはじめとする各団体等の主催するセミナー等にて物流の2024年問題、トラック・
物流Gメンの活動内容、改正物流法に関する内容等について講演を実施。

R6.11.27 三井住友海上火災保険株式会社主催セミナー（北九州） R6.12.26 福岡県トラック協会筑後支部 勉強会

R6.6.26 運行管理者基礎講習での講演（熊本） R6.9.4 三井住友海上火災保険株式会社主催セミナー（長崎）



集中監視期間における取組

52

R6.11月・12月を集中監視期間とし、全国のトラック・物流Gメンで荷主等への監視体制の強化
を実施。
九州運輸局においても各種とりくみを重点的に実施した。

○情報収集
・期間中に事業者訪問・電話による調査を362件実施
・その他、トラックステーション等にてトラックドライバーへのヒアリングを5回実施
（鳥栖TS、諫早TS、宮原SA、大分TS、宮崎県内SA・PA）

○法的措置
・上記情報収集により得られた情報等をもとに要請1件、働きかけ67件を実施

○荷主パトロール
・荷主等の物流拠点が集中する地域を中心に、各県においてパトロールを計19回実施し、67
社を訪問※資料配付のみも含む
（福岡1回2社、佐賀2回11社、長崎2回11社、熊本8回20社、大分4回12社、宮崎2回11社）



今後の取組

53

引き続き情報収集等の活動に当たるほか、これまでの活動によりトラック・物流Gメンの存在が
まだ浸透していない状況も垣間見えるため、周知も兼ね積極的に荷主パトロール等を実施して
いく予定。

各団体等のセミナー等での講演も引き続き積極的に実施予定。

また、九州運輸局及び関係省庁共催にて荷主向けセミナーをR7.3.6に福岡市内にて開催予定。
本セミナーでは国土交通省（九州運輸局）の説明だけでなく経済産業省、農林水産省、公正取
引委員会による説明のほか、物流問題に積極的に取り組まれている荷主企業より先進事例を
紹介いただく予定。

セミナー等に関しては講演希望があれば九州運輸局貨物課もしくは管轄の運輸支局のトラッ
ク・物流Gメンにお気軽にお声がけください！
セミナーや勉強会の形ではなくても物流問題や法改正のことを聞きたいということがあれば会
社訪問等でもできる限りご対応させていただきます！



① 事前アンケートの結果について
② 改正物流法の施行に向けた情報
③ トラック・物流Ｇメンの活動について

(九州運輸局担当者説明)
④ 物流事業者DX事例の紹介

(二次元バーコードを活用したBtoB小口置配)
⑤ 参考資料紹介

⑤-1 最近のトピック（各省報道発表資料等）
⑤-2  事前にいただいた問題意識等
⑤-3  物流効率化に向けた努力義務における判断基準
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① 事前アンケートの結果について
② 改正物流法の施行に向けた情報
③ トラック・物流Ｇメンの活動について

(九州運輸局担当者説明)
④ 物流事業者DX事例の紹介

(二次元バーコードを活用したBtoB小口置配)
⑤ 参考資料紹介

⑤-1 最近のトピック（各省報道発表資料等）
⑤-2  事前にいただいた問題意識等
⑤-3  物流効率化に向けた努力義務における判断基準



参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和6年12月14日～1月17日
2次元

バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

経済産業省R6.12.27令和7年度経産関係予算案の概要
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/01.pdf

農林水産省R6.12.27令和7年度農林水産関係予算案の概要について
https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r7kettei_juten.pdf

環境省R6.12.27令和7年度環境省予算案（重点施策）の概要
https://www.env.go.jp/content/000279096.pdf

国土交通省R6.12.27令和7年度国土交通省物流・自動車局関係予算案概要
https://www.mlit.go.jp/page/content/001854893.pdf

消費者庁R6.12.27令和7年度消費者庁関係予算(案)・機構定員について
https://www.caa.go.jp/policies/budget/assets/caa_cms205_241227_01.pdf

公正取引
委員会R6.12.27令和7年度公正取引委員会関係予算(案)について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/dec/241227yosan.pdf

国土交通省R6.12.19
自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募
集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240946&Mode=0

国土交通省R6.12.17令和６年度9,056事業所にＧマークを認定
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000314.html

「第７回 自動物流道路に関する検討会」を開催しました。

80※順不同
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93

令和７年度物流関係予算概算要求について①
○ 物流の「2024年問題」は、当該時点を乗り越えれば終わる一過性の課題ではなく、年々深刻化する構造的な課題でもあり、

2030年に不足する輸送力34％を補うことを目指して、継続的に対応していく必要がある。
○ このため、「2030年度に向けた政府の中長期計画」に基づき、①物流の効率化、②商慣行の見直し、③荷主・消費者の行動変容

を柱とする施策を一体的に講じ、物流の適正化・生産性向上の更なる推進を図る。

【モーダルシフト等の強力な促進】 【物流DX等による生産性向上・担い手の多様化の推進】【物流GXの推進】

水素スタンドFCVトラック

H2

【物流標準化・データ連携の推進】 【物流施設の機能強化】

無人フォークリフト 無人搬送機器

テールゲートリフター

（１）物流の効率化
物流の革新と持続的成長に向けて、モーダルシフト等の物流GX、自動化・機械化機器の導入等の物流DX、標準仕様パレット
の利用促進等の物流標準化やデータ連携のほか、物流施設の機能強化や物流拠点・ネットワークのためのインフラ整備を推進。

【１兆７，９８２億円の内数 】

【物流拠点・ネットワークのためのインフラ整備】 ※このほか、財政投融資も活用して物流拠点や物流GX・DX関連設備の整備等を支援。
社会資本整備総合交付金等を活用した
関連都市インフラの整備等の推進内航フェリー・RORO船ターミナルの機能強化効率的な物流ネットワークの早期整備・活用

中継輸送拠点の整備SA・PAの大型駐車マス拡充等 休憩施設トラックバース

導入支援

大型コンテナ・海運シャーシ

（大型トラックと互換性のある規格）

AI等を活用した貨物情報の
マッチング（イメージ）

自動運航船の普及に向けた
環境整備

シャーシ・コンテナ置場RORO船が着岸する岸壁 93

成田空港における滑走路の新設等の
更なる機能強化



物流の革新や持続的成長に向けた中長期計画を踏まえた取組の推進
■ 物流の革新や持続的成長のため、「2030年度に向けた政府の中長期計画」を踏まえ、 モーダルシフト等の
物流GX、自動化・機械化機器の導入等の物流DX、標準仕様パレット の利用促進等の物流標準化やデータ
連携といった物流効率化のほか、商慣行の見直しや 荷主・消費者の行動変容促進等に着実に取り組む。

94



参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和6年12月14日～1月17日
2次元

バーコード関係省庁公表日トピック(報道発表)

国土交通省R6.12.20「第３回ドライバーシェア推進協議会を開催しました。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000039.html

国土交通省R6.12.25「第１７回トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」を
開催しました。https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000022.html

国土交通省R6.12.20国際物流におけるリターナブル物流容器（RTI）の適切な管理に向けたセ
ミナーを開催します。https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000849.html

国土交通省R6.12.25主要建設資材需給・価格動向調査（令和6 年12 月1～5 日現在）の
結果 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00250.html

国土交通省R7.1.8「日本スタートアップ大賞2025」の募集を開始します！
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001163.html

国土交通省R7.1.8フィジカルインターネットシンポジウム2025を開催します
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000847.html

国土交通省R7.1.10
「北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会
議」 （第５回）を開催します
https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo05_hh_000154.html

国土交通省R7.1.10強い内航への変革を促進する『NX補助金』3件を新たに採択
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000354.html
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参考ＵＲＬサービスポイント提供会社名サービス名サービス小分類ガイドライン取組事
項効果対象No

下記フォームより問い
合わせ（その他ソ
リューション）
https://sol.logis
teed.com/conta
ct/

タイムスタンプ機能による入場、受付、呼び出し、
接車等の状態管理が可能。詳細な荷待ち・荷役
時間の分析をもとに、荷待ち・荷役時間削減に向
けた改善を実現。

ロジスティード ソ
リューションズ ㈱バース管理システム

バース予約システム

荷待ち・荷役時間
の削減

1

https://hacobu.
jp/movo-berth/

トラックの受付・事前予約をシステム上で行い、荷
待ち時間、バースの混雑を解消可能。他の物流
DXアプリケーション「MOVO」シリーズとの連携で更
なる効率化が可能。

㈱HacobuMOVO Berth 2

https://monoful
.co.jp/truckboo
k/

利用しやすいUX機能のあるバース予約システム。
得られたデータをもとにトラック拠点内滞留時間の
分析を行い、荷待ち・荷役時間の削減や、庫内作
業の効率化を実現。

㈱モノフルトラック簿3

https://www.si
scloud.jp/brais/
ai/case/

タブレットやスマホのカメラとAIを活用して製品ラベ
ル・付属品・部品有無等様々なものを認識。製品
検査・検品を支援し、検品作業の効率化・精度を
向上。

㈱ セイノー情報
サービス

BRAIS
（iSCAN）画像検品システム4

https://www.fr
ame-
wx.com/wcs-
wes/

倉庫管理システム（WMS）や倉庫制御システム
（WCS）との連携を通じて、倉庫内における人・
ロボット・マテハン機器等を統合管理・作業指示が
可能。

㈱ フレームワークスWES倉庫運輸用管理
システム(WES)5

https://jkpi.jvc
kenwood.com/s
olution/car-
number/

車両が施設内に入退場する際にカメラを通して車
両ナンバーを検知し、受付業務を自動化。バース
予約システムとの相性が良く、荷待ち時間削減に
寄与。

㈱ JVCケンウッド・
公共産業システム

車両ナンバー認証
システム

車両ナンバー認証
システム6

紹介サービス一覧①最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和6年12月14日～1月17日
2次元

バーコード関係省庁公表日

厚生労働省R7.1.10「グッドキャリア企業アワード2024企業向けセミナー」を開催します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48508.html

公正取引
委員会R6.12.16「令和６年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/dec/241216_tokubetucyosakekka.html

公正取引
委員会R6.12.20

フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査の中間結果及び情
報の募集について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/dec/1220_foodsupplychain.html

環境省R6.12.23
中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム
構築に係る小委員会（第９回）を開催しました
https://www.env.go.jp/council/03recycle/page_00078.html

公正取引
委員会

中小企業庁
R6.12.25企業取引研究会 報告書が取りまとめられました。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2024/241225_3.pdf

96※順不同
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① 事前アンケートの結果について
② 改正物流法の施行に向けた情報
③ トラック・物流Ｇメンの活動について

(九州運輸局担当者説明)
④ 物流事業者DX事例の紹介

(二次元バーコードを活用したBtoB小口置配)
⑤ 参考資料紹介

⑤-1 最近のトピック（各省報道発表資料等）
⑤-2  事前にいただいた問題意識等
⑤-3  物流効率化に向けた努力義務における判断基準
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事前にいただいた問題意識等①
●商慣行の見直し

トラック運送事業者の皆さんから
・バス運送業に続いて許可更新制の導入、最低賃金の取り決めが不可欠。
・いまだに大雪でも走れという荷主がいると聞きます。行政指導されると強くアナウンスして欲しい。
・物流法改正が行われれた中、従来通りの見て見ぬ振りが（先行してやることが損。儲からなくな
る）で十年見過ごされた業界。小零細企業が多い中、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の
状態が続いているのが現状。業界の監査機能（巡回監査）も、ほとんどの企業が「帳票の修
正」によりスルーされています。

・正しくする事が、胸を張って誇れる企業（物流会社）であり、その方法で存続できる環境づく
りを行政からも支援いただける環境が、小零細企業が多いこの業界では必要と考えます。

元請トラック運送事業者の皆さんから
・消費者、荷主の物流業界のさらなる理解。荷主の理解につき一層の向上が必要。
・物流業界での入札制度の禁止。
・荷主によるドライバ－の待機時間削減の取り組みの進捗状況に知りたい。
・着荷主の意識改革、商慣習見直しによるコストアップに対する助成。
・今後立ち行かない状況に陥る前に、国や関係省庁、関係団体などを介して、状況の打開を進
めるべき。
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事前にいただいた問題意識等②
●商慣行の見直し（続き）

発着荷主事業者の皆さんから
・荷待ち・荷役時間を短縮するための対策の立案・実施・物流統括管理者の役割の明確化及
び社内での影響力を含めた理解の徹底
・悪しき慣例がどう是正されていくのか着荷主にどうアプローチしていくのか
・優先的納品物量の多い業者（メーカー、卸、物流業者）の荷下ろし時間の改善。
・商習慣の適正化における附帯作業やリードタイムの見直しによる見直し業者に対する効果の明
確化。物流改善取組に対するインセンティブ等の検討。
・附帯作業（シール貼、棚入、仕分、横縦持）の認識（着荷主の作業）啓蒙。
・まだ荷主の方は2024年問題は運送・倉庫で解決するものだと思って何も変える意識がない
ように感じる。
・我々は製造業で卸売業者に対し納品を行う「荷主」的立場でありますが、物流事業者からは
納品先へのパレット納品及びリードタイム延長（Ｄ+2日）の要請が昨年度から増えてきて
いる。ただ、この問題についてはメーカーの一存で決定できるレベルのものではなく、卸、小売を踏
まえた利害関係者全てに関係してくる話なので中々進捗が進んでいかない。
・菓子業界は着荷主や小売業の認識が不足しています。このような勉強会を開催して少しでも
理解を増やしていきたいです。

・運送会社と対話する姿勢をもつこと過去の慣例が現在では非常識と認識すること。
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事前にいただいた問題意識等②
●商慣行の見直し（続き）
その他の皆さんから（行政書士）
・荷主の認識、荷待ち時間の解消（下請法による、優越的地位の乱用の規制強化）
・一般貨物自動車運送許可の更新制を議員立法で導入する話しが出ています。この狙いとする
事項と、国土交通省のお考えをお聞きしたいです。
・1月上旬の３連休は大雪の予報がなされています。積雪渋滞（通行止め）を引き起こした場
合、監査になる認識を持っています。これらについて、荷主が発注者として優越的地位を乱用し
ないよう＝運送事業者が無理を強いられないよう、国土交通省の所掌事務で何かできること
はあるでしょうか？ 下請法の管轄でしょうか？
・12月の下請法の報告書案にあった着荷主（運送契約外の立場）の規制について期待してい
ます。

●物流標準化（パレット化）
発荷主事業者の皆さんから
・パレット化などの施策及びパレット納品率に対しての進捗状況。
・パレット納品についてもレンタルパレット各社の思惑があり、〇〇社のレンタルパレットでないと受け
れないといった制約やパレットの保管・回収費用の負担割合はどうするのかという点、リードタイム
延長についても卸、小売双方の事情もあり具体的な話は未だに手付かずのままとなっている。



（参考）気象時における措置の目安
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事前にいただいた問題意識等③
●改正物流法について
発荷主事業者の皆さんから
・積載効率の向上については、協力すべき項目は提示されていますが、荷主に対しての具体的な
数字把握と改善数値目標が示されていません。どのようにお考えでしょうか？
・特定荷主の具体的要件はまだ案の段階だったと記憶しているが、正式な法として発効される
のが何時頃なのか、知りたい。また医薬品ではGDPガイドラインを遵守することになるが、こちら
は2024年問題解決というよりも逆に縛りがきつくなる方向となるが、GDPが法律（おそらくGDP
省令）として発効されるのは何時頃になりそうか？

その他の皆さんから
・軽貨物について。4月から義務化されるものがスタートしますが、貨物軽自動車安全管理者につ
いて既存事業者は２年の移行期間が存在します。また軽貨物事業者は絶対数が一般貨物の
比ではありませんが、どのように指導を行うのでしょうか？ 適性化実施機関に業務委託をされ
るのでしょうか？ 何らかの監督・強制力がなければ、帳簿等の義務が形骸化するのではと思って
います。管理者選任が完了するR９年４月までには何らかの体制が整うと考えていますが、見通
しをお聞きしたく思います。（行政書士）
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事前にいただいた問題意識等④
●運賃・料金
トラック運送事業者の皆さんから
・更なる価格転嫁と輸送と作業の完全分離。
・運賃交渉が生き残る手段だと思う。
・高速道路深夜割引改定の影響と荷主から高速道路料金を収受するための交渉方法。
元請トラック運送事業者の皆さんから
・運賃の底上げ、標準的運賃導入への顧客の理解
その他の皆さんから
・荷主が最低運賃を上げる。
・燃料費高騰対策
・標準運送約款にはキャンセル料について記載があります。こちらを標準運賃のほうに併記すること
はないのでしょうか？

●周知
トラック運送事業者の皆さんから
・マスメディアには2030年問題を取り上げるようにして欲しいです。皆知らない。
・マスコミなど一般に周知される機会が多くなることで、産業界の関係者も「見て見ぬ振り」が出来
なくなっていると思われます。
元請トラック運送事業者の皆さんから
・国による周知活動（あまり関心が生まれていない）
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事前にいただいた問題意識等④

●周知（続き）
その他の皆さんから（行政書士）
・引き続き、より具体的な内容を適時適切に開示して頂きたいと思います。ネット上でQ＆Aが
検索できるような仕組みがあれば良い。

●物流ＤＸ
トラック運送事業者の皆さんから
・機械化、AI導入に向けた全ての商品（製品）へのRFIDの導入による倉庫側の業務簡素化
（荷受け、納品時検品レス、在庫管理簡素化）。
元請トラック運送事業者の皆さんから
・（物流データのデジタル化、早期化、見える化）とそれに対する物流関係者（荷主、運送事
業者）のリテラシーの向上
発荷主事業者の皆さんから
・バース予約受付システム、パレット回収システム等におけるシステムの共通プラットフォームの確
立（相互互換性を保持する）。
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事前にいただいた問題意識等④
●運転者の確保

トラック運送事業者の皆さんから
・物価が上がり経費圧迫、従業員は生活が苦しい。給料を上げなければいけないのは承知し実
施もしているが、近い将来最賃1500円/時となれば現在の運賃では経営が立ち行かない。

発荷主事業者の皆さんから
・一部配送先にて導入されていますが、配送先より納入時間を指定される事で、便の回転が効き
にくく感じます。（例：片道200ｋｍの配送先で指定時間を夕方だと、こちらへの戻りが遅くなり
、ダブルカウントにも影響する。）バース予約システムを導入するなら、納入日もこちらで複数選
択が望ましい。

・物流ＤＸと呼ばれているが、どこの会社のどのシステムを導入しても上手くいくような共通基盤の
整備を費用負担も含めて行政側に後押ししていただきたい。

・トラックドライバー不足を補うための施策。ドライバーになりたいと思わせる給与体系を確立し、
ドライバーの絶対数を増やすことでひとりひとりの残業時間を減らしていくような対策。海外からの
労働者も受け入れることを念頭に置いておく。
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事前にいただいた問題意識等④
●トラック・物流Ｇメン

トラック運送事業者の皆さんから
・トラック・物流Ｇメンのアポなしでの荷主の訪問は非常に良い活動だと思う。荷主に対しては
違反があると通報されるという意識を引き続き強めていってほしい。

・現在行われている行動について、継続をお願いします。特に、下請けに対しての視点で加速し
た感があります。正しい物流（経営）が行われ、そこで従事している従業員が”損をしたようにな
らないよう”継続してお願いします。

元請トラック運送事業者の皆さんから
・トラック・物流Gメンによる勧告公表が、荷主の都合で自助努力だけでは解決できない倉庫事
業者側に悪影響(企業価値の毀損)をもたらさないか。

●高速道路
その他の皆さんから
・高速道路の割引制度の改訂。緑ナンバー枠を創設して、時間帯による割引を排し(平準化し)
使いやすく、運行計画の柔軟化＝PA・SAの駐車場満車を解消に帰する政策の実現
（行政書士）
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運賃改定交渉、業務効率化に関する成功事例

●共同輸配送
・共同配送や販売店による引取物流について積極的に取組んでいる。（発荷主）

●運賃交渉
・運送業者様より運賃値上げの依頼があり、その依頼と根拠資料を元に客先へ価格交渉を行い、
製品単価の値上げを了承してもらった。そのため、弊社としても運送業者様の要求通りの運賃へ
と改定することができた。（発荷主）

●荷待ち削減
・デジタコを活用して荷待ち時間、荷役時間を荷主毎に集約し、発荷主に対して料金を請求した
ところ、これまで荷待ちが常態化していた着荷主の荷待ちが請求を始めて数カ月でほぼ発生しな
い状況に改善されたとの事例があります。今回の2法での荷待ち、荷役作業時間の短縮と適正
な運賃・料金の収受が両輪となり改善との非常に良い事例となっています。

（運輸事業者支援団体）

●パレット化
・納品先へのパレット納品化を荷主と協業し進め、比率向上に繋げる事が出来ています。
（元請トラック事業者）
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荷主の判断基準等については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達
成に対し業界特性その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。
① 積載効率の向上等について

・ トラック事業者が複数の荷主の貨物の積合せ、共同配送、帰り荷(複荷)の確保等に積極的に取り組めるよう、実態
に即した適切なリードタイムの確保や荷主間の連携に取り組むこと。

・ トラック事業者の運行効率向上のため、年単位・月単位・週単位等の繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じて
発送量・納入量を適正化すること。なお、繁閑差の平準化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取
り組むこと。

・ 社内の関係部門(物流・調達・販売等)の連携を促進することにより、適切なリードタイムの確保や発送量・納入量の
適正化を図ること。

② 荷待ち時間の短縮に関する事項について
・ トラックが一時に集中して到着することがないよう、トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定

等により貨物の出荷・納品日時を分散させること。なお、。トラック予約受付システムについては、単にシステムを導
入するだけではなく、関係事業者の配送スケジュールに配慮した予約時間の調整や利用率の向上など、現場の
実態を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行うこと

・ 寄託先の倉庫に対する受発注の前倒しを行う等により倉庫業者の適切な作業時間を確保するとともに、貨物の出
荷・納品日時を分散させること。

③ 荷役等時間※の短縮に関する事項について ※トラックドライバーに荷役等を行わせる場合に限る（改正物効法第 42 条第１項第３項等）。
・ パレット、ロールボックスパレット(カゴ車)等の輸送用器具の導入により、荷役等の効率化を図ること。なお、パレットを

使用する場合は、発荷主・着荷主等の関係事業者間で協力して発注数や納品数の調整を行うとともに、一貫パレ
チゼーションの実現に向けて「標準仕様パレット」やこれに適合する包装資材の導入等のパレット標準化に向けた取
組を行うこと。

・ バーコード等の商品を識別するタグの導入、検品・返品水準の合理化、管理単位の統一等により、検品の効率化を
図ること。また、食品の物流においては、賞味期限の年月表示化に取り組むこと。

・ 事前出荷情報の活用により、伝票レス化・検品レス化を図ること。
・ バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応じて適正に確保し、荷役作業が行える環境を整えること。
・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等によりトラックドライバーの負担軽減と積卸し作業の効率化を図ること。
・ 貨物の出荷を行う際には、出荷荷積み時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行うことにより、荷役等の効率

化を図ること。

荷主の判断基準等について（改正物効法第43条3）※最終改正後の条項
合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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④ ①～③の実効性確保に資する事項に関する事項について
・ 発荷主・着荷主間において連携を図ること。
・ 寄託先の倉庫における荷待ち・荷役等時間の短縮の達成のために、当該倉庫・発荷主・着荷主間において、事前

出荷情報や、それに付随する容積、数量、重量、寸法等の情報、寄託者、運送事業者に関する情報を事前に伝
達すること。また、入出庫日程・量の調整や定時便の設定などに関する寄託先の倉庫からの提案に応じるなど、当
該倉庫等と必要に応じた協力・連携を行うこと。

・ 貨物の入出庫に当たって、トラックドライバーに寄託者、貨物や施設等の詳細に関する情報を適切に伝達すること。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しなど、荷主が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に早くトラックドライ

バーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着することがないよう配慮すること。
・ 荷待ち・荷役等時間の状況や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタ

ル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。
・ レンタルパレットを使用する場合は、関係事業者との間で適正な費用分担等を徹底すること。
・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化に取り組むこと。
・ 貨物の運送を委託する際は、モーダルシフト等により、輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に努め

ること。
・ 異常気象時（台風・豪雨・豪雪等）に無理な運送を行わせないこと、荷役等を行わせる際の作業安全の確保等、

トラックドライバーの安全・休憩環境の確保に配慮すること。
・ トラック事業者との運送契約の締結の協議の際に、物流効率化にも資する正当な対価の基準である「標準的運賃」

を活用すること。
・ 発荷主・着荷主間・物流事業者間の取引における物流コストの可視化を通じて、物流サービスに応じた価格設定の

仕組みを導入すること。
・ 契約内容に関する交渉の場や物流現場の課題に関する相談や協議の窓口を設けるなど、関係事業者間での連携

を図るとともに、必要に応じて取引先に対して協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契
約内容の見直しを行うこと。

荷主の判断基準等について（改正物効法第43条3）※最終改正後の条項
合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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連鎖化事業者（フランチャイズチェーンの「本部」）の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込
むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により
有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。

① 積載効率の向上等に関する事項について
・ 商品の発注先等が運送委託のタイミングから連鎖対象者における貨物の受渡しまでの間に適切なリードタイムを確保
できるよう、適切なリードタイムを確保した発注をする等の協力を行うこと。

・ トラック事業者の運行効率を向上のため、年単位・月単位・週単位等の繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じた
納入量の適正化や、配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化に取り組むこと。なお、繁閑差の平準
化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取り組むこと。

・ 社内の関係部門(物流・調達・販売等)の連携を促進することにより、適切なリードタイムの確保や納入量の適正化を
図ること。

② 荷待ち時間の短縮に関する事項について
・ トラックが一時に集中して到着することがないよう、混雑時間を回避した日時指定等により貨物の納品日時を分散させ
ること。

③ ①～②の実効性確保に資する事項に関する事項について
・ 発荷主・着荷主事業者間において連携を図ること。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しを行うなど、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に
早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着することがないよう配慮すること。

・ 荷待ち時間の状況や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術の活
用等により効率的に行うよう努めること。

・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化に取り組むこと。
・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について
必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

連鎖化事業者の判断基準等について（改正物効法第62条6）※最終改正後の条項
合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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貨物自動車運送事業者等の判断基準等については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事
項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらな
いことも可能とする必要がある。
① 積載効率の向上等について
・ 複数の荷主の貨物の積合せを行うこと等により輸送網を集約すること。
・ 荷主、連鎖化事業者、他のトラック事業者と必要に応じて協議を実施し、配送の共同化に取り組むこと。
・ 求貨求車システム等を活用した帰り荷（復荷）の確保により、実車率の向上を図ること。
・ 配車システムの導入等により、配車・運行計画の最適化を行うこと。
・ 輸送量に応じた大型車両の導入等により、運送ごとの貨物の総量を増加させること。

② ①及び関係事業者の取組の実効性確保に資する事項について
・ トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間や取組の効果を適切に把握すること。また、荷主等が荷待ち・荷役等時間を
把握することが難しい場合に協力・情報提供すること。なお、トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間の把握に当たって
は、デジタルタコグラフ等のデジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。

・ 貨物の受渡しに当たっては、寄託者や貨物に関する詳細な情報を適切に把握すること。
・ 関係事業者がトラック予約受付システムを導入している場合は、そのシステムを利用すること。
・ 荷主、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯に遅延する場合は荷主や寄託倉庫にその状況を報告するとともに、理
由なく必要以上に早くトラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着しないよう、効率的な配車・
運行に努めること。

・ 取引先に対して、標準仕様パレットの活用、共同輸配送のための個建て運賃の導入、リードタイムに応じた運賃設定
などの提案を行うこと。

・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について
必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化に取り組むこと。
・ テールゲートリフターの導入、荷捌き施設の整備など積載効率の向上等に伴うトラックドライバーの積卸し作業の負荷
低減を図ること。

・ 積載効率の向上等に当たっては、トラックの過積載など事業の正常な運営が阻害されないよう、関係法令を遵守する
こと。

貨物自動車運送事業者等の判断基準等について（改正物効法第35条7）
合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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貨物自動車関連事業者（倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道）の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の
例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その
他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。
① 荷待ち時間の短縮について
・ バース等の荷捌き場に荷役が可能な数以上のトラックが一時に集中して到着しないよう、トラック予約受付システムの
導入や混雑時間を回避した日時指定等により到着時間を調整すること。なお、トラック予約受付システムについては、
単にシステムを導入するだけではなく、関係事業者の配送スケジュールに配慮した予約時間の調整や利用率の向上な
ど、現場の実態を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行うこと。

② 荷役等時間の短縮について
・ 荷主から一貫パレチゼーション実現のためにパレットでの納品について提案された際には、パレット費用の適正な価格転
嫁が確認できれば、その提案に協力を行うこととし、荷役等の効率化を図ること。

・ 倉庫から着荷主向けの配送車両への荷積みについて、倉庫業者の作業費用の適正な価格転嫁が確認できれば、納
品先単位に仕分けた状態で貨物をトラックドライバーに引き渡し、荷役等の効率化を図ること。

・ 検品を効率的に実施するための機器を導入すること等により、検品作業の時間を短縮すること。
・ バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応じて適正に確保し、荷役作業が行える環境を整えること。
・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等により、トラックドライバーの負担軽減と積卸し作業の効率化を図ること。
・ 荷役前後の搬出入の実施に関するマニュアルの作成や周知等により、搬出入を迅速に行うこと。

③ ①及び関係事業者の取組の実効性確保に資する事項について
・ トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たって
は、デジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。また、荷主等が荷待ち・荷役等時間を把握することが難
しい場合に協力・情報提供すること。

・ 寄託者である荷主に対し物流改善の提案を行うなど、必要に応じた協力・連携を行うこと。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ 無人搬送車、ピッキングロボット等の導入等により、自動化・機械化を図ること。
・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化に取り組むこと。
・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について
必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。

貨物自動車関連事業者（倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道）の判断基準
等について（改正物効法第53条）合同会議、取りまとめ素案(パブコメ後修正案)より
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国土交通省トラック荷主特別対策室主催のオンライン説明会は毎月1回実施します。
次回開催日時は 令和7年2月21日（金）10:00～、15:00～です。
以下のリンクから事前登録が可能ですので、よろしくお願いします。
ご説明する項目は、ご登録いただいたメールアドレス宛にお知らせいたします。

国土交通省トラック荷主特別対策室主催
「トラック物流2024年問題オンライン説明会」【第19回】事前アンケートページ

https://forms.office.com/r/4ZCcgpYFnk

ご清聴ありがとうございました。

最後にお知らせ
【アンケート協力のお願い】 最後に以下のリンクから簡単なアンケートにご協力ください。

https://forms.office.com/r/cVcmJ9gmwX
ご意見は、わかりやすく有益な情報を次回以降の説明会でご提供できるよう活用させていただきます。

情報提供も引き続き募集中です！ 物流効率化、運賃交渉の成功・失敗事例のほか、物流関係システムやサービス、
金融、燃料、各種サプライヤー等、物流関係であればジャンルは問いませんので、積極的に御連絡ください。
（連絡先）082-228-3438（事務局：中国運輸局自動車交通部貨物課） cgt-chugoku-kamotsu@gxb.mlit.go.jp

今後も有益な情報を発信し、全国の皆様の集いの場となるよう運営して参ります。引き続きよろしくお願いします。

116


